
 

四日市市告示第４２８号 

 四日市市重度障害手当支給要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和２年８月１１日 

 

四日市市長 森  智 広 

 

四日市市重度障害手当支給要綱の一部を改正する要綱 

 四日市市重度障害手当支給要綱（平成２２年四日市市告示第３９５号）の

一部を次のように改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

   四日市市重度障害児手当支給要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、重度の知的障害、身体障

害又は精神障害を有する児童（２０歳未満の

者をいう。以下この条において同じ。）に対

し、重度障害児手当（以下「手当」とい

う。）を支給するために必要な事項を定め、

もってこの児童の福祉の増進に寄与すること

を目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「重度障害児」と

は、２０歳未満であって、次の各号のいずれ

かに該当する者をいう。 

 (1)（略） 

(2) 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５

年厚生省令第１５号）別表第５号に規定す

る障害程度の１級又は２級に該当する障害

を有する者であって、身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第

４項の規定により身体障害者手帳の交付を

受けたもの（同条第１項に規定する保護者

が身体障害者手帳の交付を受けた１５歳未

満の障害を有する者を含む。） 

 (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

第２項の規定により精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けた精神障害者で、その障害

の等級が１級のもの 

   四日市市重度障害手当支給要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、重度の知的障害又は身体

障害を有する者に対し、重度障害手当（以下

「手当」という。）を支給するために必要な

事項を定め、もってこの者の福祉の増進に寄

与することを目的とする。 

 

 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「重度障害者」と

は、次の各号のいずれかに該当する者をい

う。 

 (1) （略） 

(2) 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５

年厚生省令第１５号）別表第５号に規定す

る障害程度の１級又は２級に該当する障害

を有する者であって、身体障害福祉法（昭

和２４年法律第２８３号）第１５条第４項

の規定により身体障害者手帳の交付を受け

たもの（同条第１項に規定する保護者が身

体障害者手帳の交付を受けた１５歳未満の

障害を有する者を含む。） 

 

 

 

 

 



 

２ この要綱において「保護者」とは、重度障

害児の配偶者又は民法（明治２９年法律第８

９号）に規定する扶養義務者若しくはこれに

準ずる者で、当該重度障害児と生計を同じく

するものをいう。 

 

（支給要件） 

第３条 手当は、本市内に住所を有する重度障

害児に支給する。 

 

 

 

 

２ 次の各号に掲げる学校等に就学又は入校す

るために本市外に住所を有する重度障害児で

保護者が本市内に住所を有するものは、前項

の本市内に住所を有する者とみなす。 

 （1） (略) 

 （2）職業能力開発促進法（昭和４４年法律

第６４号）に規定する障害者職業能力開発

校 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のい

ずれかに該当する重度障害児には、手当は支

給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

（1）生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による保護を受けている者 

（2）障害児福祉手当及び特別障害者手当の

支給に関する省令（昭和５０年厚生省令第

３４号）第１条各号に規定する施設（ただ

し、障害者支援施設は生活介護を行うもの

に限る。）又は児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）に規定する障害児入所施設

に入所している者 

 

（認定請求及び認定） 

第５条 手当の支給を受けようとする者（以下

「請求者」という。）は、四日市市重度障害

児手当に関する請求書（届）（第１号様式。

２ この要綱において「保護者」とは、重度障

害者の配偶者又は民法（明治２９年法律第８

９号）に規定する扶養義務者若しくはこれに

準ずる者で、その重度障害者と生計を同じく

するものをいう。 

 

（支給要件） 

第３条 手当は、次の各号のすべてに該当する

重度障害者に支給する。 

(1) 本市内に住所を有する者 

(2) 第５条第１項に規定する認定の請求

（以下「認定請求」という。）をする日に

おいて６５歳未満の者 

２ 次の各号に掲げる学校等に就学又は入校す

るために本市外に住所を有する重度障害者で

保護者が本市内に住所を有するものは、前項

第１号の本市内に住所を有する者とみなす。 

(1) （略） 

(2) 職業能力開発促進法（昭和４４年法律

第６４号）に規定する身体障害者職業訓練

校 

３ 第１項の規定にかかわらず、障害児福祉手

当及び特別障害者手当の支給に関する省令

（昭和５０年厚生省令第３４号）第１条各号

に規定する施設（ただし、障害者支援施設は

生活介護を行うものに限る。）、老人福祉法

（昭和３８年法律第１３３号）に規定する養

護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又

は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

に規定する障害児入所施設に入所している重

度障害者には、手当は支給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認定請求及び認定） 

第５条 手当の支給を受けようとする者（以下

「請求者」という。）は、四日市市重度障害

手当に関する請求書（届）（第１号様式。以



 

以下「請求書（届）」という。）に次に掲げる

書類を添えて市長に請求し、受給資格の認定

を受けなければならない。 

（1）請求者の障害の程度を明らかにするこ

とができる知的障害判定書又は療育手帳、

身体障害者手帳若しくは精神障害者保健福

祉手帳 

 （2)及び(3) （略） 

２ 請求者に前項に規定する認定の請求（以下

「認定請求」という。）をすることができない

事情があるときは、当該請求者の保護者又は当

該請求者を介護している者が当該請求者に代わ

ってその認定請求をすることができるものとす

る。 

３ 市長は、認定請求があったときは、支給要

件の有無について審査し、その結果を四日市

市重度障害児手当認定通知書（第２号様式。

以下「認定通知書」という。）又は四日市市

重度障害児手当認定請求却下通知書（第３号

様式）により請求者に通知するものとする。 

 

（手当の支給） 

第６条 市長は、前条の認定をした重度障害児

に対し、手当を支給する。 

２ 手当の支給は、請求者が認定請求をした日

の属する月の翌月から始め、受給資格が消滅

した日の属する月で終わるものとする。 

３ （略） 

 

（認定期間）  

第７条 第２条第１項第３号に掲げる手帳の交

付を受けた者は、当該手帳の有効期限をもっ

て、手当の認定期間が満了するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により手当の認定期間

が満了する場合において、その者が引き続き

支給を受けることが適当と認めるときは、認

定通知書によりその旨を通知するものとす

る。 

 

第８条 （略） 

 

（受給資格の喪失） 

第９条 受給者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、受給資格を喪失する。 

(1)及び(2) （略） 

下「請求書（届）」という。）に次に掲げる書

類を添えて市長に請求し、受給資格の認定を

受けなければならない。 

(1) 請求者の障害の程度を明らかにするこ

とができる知的障害判定書又は療育手帳若

しくは身体障害者手帳 

 

 （2)及び(3) （略） 

２ 請求者に認定請求をすることができない事

情があるときは、当該請求者の保護者又は当

該請求者を介護している者が当該請求者に代

わってその認定請求をすることができるもの

とする。 

 

３ 市長は、認定請求があったときは、支給要

件の有無について審査し、その結果を四日市

市重度障害手当認定通知書（第２号様式）又

は四日市市重度障害手当認定請求却下通知書

（第３号様式）により請求者に通知するもの

とする。 

 

（手当の支給） 

第６条 市長は、前条の認定をした請求者に対

し、手当を支給する。 

２ 手当の支給は、請求者が認定請求をした日

の属する月の翌月から始め、受給資格が消滅

した日の属する月で終わるものする。 

３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 （略） 

 

（受給資格の喪失） 

第８条 受給者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、受給資格を喪失する。 

(1)及び(2) （略） 



 

(3) ２０歳に達したとき。 

(4) （略） 

２及び３ （略） 

４ 市長が公簿等により第１項第１号から第３

号までに規定する事実を確認したときは、第

２項の規定による届出があったものとみな

す。 

５ 市長は、第２項に規定する届出があった場

合は、その内容を確認し、受給資格が消滅し

たと認めたときは、受給資格を喪失した者

（受給者の死亡を理由として資格を喪失した

場合にあっては、第１０条に規定する請求を

行った者）に対し、四日市市重度障害児手当

資格喪失通知書（第４号様式）により通知す

るものとする。 

 

第１０条 （略） 

 

第１１条 （略） 

 

第１２条 （略） 

 

(3) （略） 

２及び３ （略） 

４ 市長が公簿等により第１項第１号又は第２

号に規定する事実を確認したときは、第２項

の規定による届出があったものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条 （略） 

 

第１０条 （略） 

 

第１１条 （略） 

 

第１号様式から第３号様式を次のように改める。 



 



 



 



 

第３号様式の次に次の１様式を加える。 



 



 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日に、改正前の四日市市重度障害手当支給要綱（以下「旧要

綱」という。）に基づく手当の受給資格を有していた者のうち、改正後の四日市市重度

障害児手当支給要綱（以下「新要綱」という。）第３条の規定による手当の支給対象と

ならないものについては、同日に受給資格が消滅したものとみなす。 

３ この要綱の施行の日前に、旧要綱の規定によりなされた重度障害児にかかる申請、認

定その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の

定めがあるものを除き、それぞれ新要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

４ 新要綱の施行の際、旧要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

５ 新要綱の規定により手当を支給するために必要な準備行為は、この要綱の施行前にお

いても行うことができる。 

（健康福祉部障害福祉課） 


